
電気料高騰緊急支援 補助金

長崎県に申請する

「医療機関電気料高騰
緊急支援事業補助金」

≪目的≫

≪交付対象≫

病院、診療所（歯科診療所含む）

≪補助金額≫

（1）病院及び病床数５床以上の診療所（歯科含む）

許可病床数（休床中のものを除く）×３万円×補助率（1/2）

許可病床数（休床中のものを除く）×３万円×補助率（1/2）×（2022年度営業予定月数／12）

（2）病床数４床以下の診療所（歯科含む）

2021年４月～2022年３月分の電気代の実績額×物価上昇率（18.6％）×補助率（1/2）

開設した月～2022年３月分の電気代の実績額を12か月分に換算した額×物価上昇率（18.6％）×

補助率（1/2）

１月31日
(火)

補助金額 93,000円



開設した月～申請日の前月分の電気代の実績額を開設した月から申請日の前月までの月数で

除し額 × 開設した月から2023年３月までの月数 × 18.6/118.6 ×補助率（1/2）

≪申請期間≫

１月31日（火曜日）

≪提出書類≫

https://www.pref.nagasaki.jp/object/tetsuduki-shinsei/tetsuduki-shinseikankei/586193.html

＊「長崎県 医療機関電気料」などで検索すると表示されます

①申請書兼実績報告書（様式第１号）

②補助対象要件確認書（様式第２号）

③所要額計算書（様式第３号）

④誓約書（様式第４号）

⑤領収書等

【申請書提出先】

≪重要≫

≪問い合わせ先≫

095-827-8860

Excelデータ

をEメールで送信

紙の申請書を送付


